
２ ０ ２ １ 年 ２ 月 ２ ２ 日 

関 西 電 力 株 式 会 社 

 

高浜発電所 重大事故等訓練の実施スケジュールについて 

 

１．経緯 

・２０２１年２月１５日に高浜１，２号機の新規制保安規定に認可を頂いた。 

・２０２１年２月１９日に高浜１号機の一部使用承認（送水車）※を申請した。 

・以上を踏まえ、重大事故等訓練に係るチーム検査工程について以下のとおり

希望する。 

 

２．希望工程 

・２月２５，２６日 シナリオ検査 

・３月１１，１２日 シーケンス訓練 

・３月１６日 大規模損壊訓練 

 

３．上記工程を希望する理由 

・高浜１号機のＳＡ一括工認に係る３号ＱＡ検査※を３月１５～１７日に予定

しており、同ＱＡ検査合格の前提となる訓練検査についても３月１７日まで

に完了させたいと考えていることから、２．の工程での実施を希望する。 

  

※一部使用承認（送水車）とＳＡ一括工認に係る３号ＱＡ検査との関係は以下のとおり。 

・２０２１年２月１９日付け関原発第５９６号をもって申請した使用承認申請書（添付１

参照）において、１号機の送水車（予備）の使用開始の予定年月日を「２０２１年３月

１７日以降の原子炉施設保安規定の適用日」としている。 

・保安規定の附則（添付２参照）では、１号機のＳＡ一括工認に係る３号ＱＡ検査完了日

以降に、１号機の送水車（予備）を含む重大事故等対処設備に対する運転上の制限等の

適用を開始（保安規定の適用）すると規定している。 

・したがって、高浜１号機のＳＡ一括工認に係る３号ＱＡ検査完了日は、１号機の送水車

（予備）の使用承認交付日と同日の「２０２１年３月１７日以降の原子炉施設保安規定

の適用日」となる。（添付３参照） 

 
以 上 
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（添付資料） 

１．使用承認申請書（２０２１年２月１９日付け関原発第５９６号） 

２．高浜発電所保安規定附則（抜粋）  

３．高浜発電所３、４号機ＳＡ対策高度化に係る適合性確認検査及び使用 

前検査の進め方について（令和２年９月３０日面談資料抜粋） 
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高浜発電所 附則-2/71 

３．本規定施行の際、使用前検査対象の蓄電池（３系統目）に関連する規定については、

工事の計画に係る全ての工事が完了した時の各原子炉施設に係る使用前検査終了日以降

に適用することとし、それまでの間は従前の例による。 

 

附 則（２０２１年２月１５日 平成２６原安管通達第３号－２７） 

（施行期日） 

第 １ 条 この通達は、２０２１年２月１７日から施行する。 

２．本規定施行の際、使用前検査の対象となる規定（第３項を除く。）については、原子

炉に燃料体を挿入することができる状態になった時の各原子炉施設に係る使用前検査

終了日（ただし、３号炉および４号炉の重大事故時の原子炉等への注水手段の一部変

更（送水車の導入等）に係る使用前検査の対象となる規定については、工事の計画に

係る全ての工事が完了した時の各原子炉施設に係る使用前検査終了日、かつ１号炉、

２号炉、３号炉および４号炉の津波警報等が発表されない可能性のある津波への対応

に係る全ての工事が完了した時の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律第４３条の３の１１第３項の使用前確認完了日（発電所構外の観測潮位を用いた

運用を含む））以降に適用することとし、それまでの間、なお、従前の例による。ただ

し、上記検査がない設備については構造、強度または漏えいに係る検査終了日以降に

適用する。なお、第１３条（運転員等の確保）については、２号炉の原子炉に燃料体

を挿入することができる状態になった時の各原子炉施設に係る使用前検査終了日以降

に適用することとし、それまでの間のうち、１号炉の原子炉に燃料体を挿入すること

ができる状態になった時の各原子炉施設に係る使用前検査終了日までは従前の例によ

り、それ以降は別紙－１による。 

３．第８５条（重大事故等対処設備）のうち、原子炉下部キャビティ水位計に係る規定に

ついては、原子炉の運転モード５の期間における使用前検査終了日以降に適用する。 

４．第３０条（熱流束熱水路係数（FQ(Z)））における表３０－１のうち１号炉および２号

炉熱流束熱水路係数FQ(Z)および図３０－１のうち１号炉および２号炉K(Z)、第３１

条（核的エンタルピ上昇熱水路係数（ＦN
ΔH））における表３１－１のうち１号炉および

２号炉核的エンタルピ上昇熱水路係数FN
ΔH、第３５条（ＤＮＢ比）における表３５－

１のうち１号炉および２号炉ＤＮＢ比、第５１条（蓄圧タンク）における表５１－２

のうち１号炉および２号炉蓄圧タンクほう素濃度、第５４条（燃料取替用水タンク）

における表５４－２のうち１号炉および２号炉燃料取替用水タンクほう素濃度、第５

８条（原子炉格納容器スプレイ系）における表５８－２のうち１号炉および２号炉苛

性ソーダ溶液量、第８１条（１次冷却材中のほう素濃度 －モード６－）における表

８１－１のうち１号炉および２号炉１次冷却材中のほう素濃度、第８５条（重大事故

等対処設備）における表８５－４のうち８５－４－２炉心注水（１号炉および２号

炉）アキュムレータほう素濃度、表８５－１４のうち８５－１４－３燃料取替用水タ

ンク（１号炉および２号炉）ほう素濃度および第１０２条（放射性気体廃棄物の管

理）における表１０２－１のうち放出管理目標値については、１号炉および２号炉に

おける高燃焼度（５５，０００ＭＷd/t）燃料の原子炉内への初回装荷が両号炉ともに
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